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森林・林業のすがた
森林の概況

森林面積と森林資源

森林の所有規模

本県の森林の地域特性を標高別に見ると、次の3地域に大別できます。

里山域（概ね標高300m未満）

奥山域（概ね標高800m以上）

「神奈川地域森林計画データ
（森林法第２条関係）」 （H28.3）

市町村、財産区有林（7％） 竹林 888ha
（1％）

その他 
3,034ha

（4％）

20年生以下
395ha（1％）

マツ（2％）

津久井地域津久井地域

県西地域県西地域

奥山域

山地域

奥山域

山地域

県央地域 横浜・川崎地域

湘南地域
里山域

三浦半島地域三浦半島地域
凡　例
スギ
ヒノキ
その他の針葉樹
広葉樹
竹林
草地
伐採跡地
採石（土）場
その他

民　　有　　林　84,226ha（89％）

県有林
（27％） 公団・公社、会社・個人有林・社寺有林（55％）

国有林
10,659ha

（11％）

針　　葉　　樹
32,340ha（38％）

広　　葉　　樹
47,963ha（57％）

4,918ha
（16％）

5,992ha
（19％）

15,758ha
（49％）

71年生以上
4,900ha

（15％）

人工林31,964ha（40％） 天然林48,339ha（60％）

スギ
（23％）

ヒノキ
（15％） 広葉樹（60％）

森 林 の 所 有 形 態 別 面 積

（森林面積　94,885ha）

民 有 林 の 林 相 別 面 積

（民有林面積84,226ha）

民有林（立木地）の樹種別面積

（民有林（立木地）面積 80,303ha)

民有林の人工林の林齢別状況

（人工林面積31,964ha）

「2010年農林業センサス」「2015年農林業センサス」

所有規模別林家数

50ha以上

2015年

2010年 3,698

2,484 672 507

901 646

171

112

90

271 59

366 5,872

4,105

(戸)
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　横浜・川崎、三浦半島、県央、湘南、県西地域
に及ぶ市街地周辺の平地林及び丘陵林。
　都市化の進展に伴い生活環境保全空間としてか
けがえのない森林地域。

　丹沢山地と箱根外輪山を中心とする古くから林
業生産活動が行われてきた森林地域。
　相模湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖等のダム上流域は水
源かん養林として重要な役割を担う森林地域。

　丹沢の奥地や箱根を中心とした急峻な地形の多
い森林地域。
　ブナを始めとする天然林が多く、県内で最も原
生的な自然が残っている。神奈川の原風景とも言
うべき貴重な自然環境であり、野生動物を含めて
保全していくことが重要な森林地域。

　本県の森林面積は県土の39％、
94,885haで、全国の都道府県
の森林面積では第44位となって
います。県民一人当たりでは
105㎡で全国平均の1,966㎡と
比較すると約20分の１となって
います。
　また、森林資源のうちスギ・
ヒノキ人工林は、36年生以上の
森林が83％を占め、資源の成熟
化が進んでいます。

　1.0ha以上の林家を森林の所有規模別
に見ると、1～3ha未満の林家が全体の
61％を占めており、所有規模は極めて
零細です。また、森林整備に関心のな
い所有者や自分の森林の所在する市区
町村の区域に居住していない森林所有
者が増加している傾向にあります。

その他
針葉樹

（0％）

※端数処理により、合計が一致しない場合もある。

林業を支える人々

森林を保全するために

（森林再生課調べ）

林業就労者数の推移

平成23年度

（人）

　

60歳以上

30歳未満

平成29.3.31現在（水源環境保全課調べ）

保安林の概況

土砂流出防備保安林
土砂崩壊防備保安林
※25,911ha 水源かん養

保安林
25,395ha

その他の保安林
※566ha

※兼種保安林については、上位の
　ものに取りまとめています。
　端数四捨五入のため、合計は本
　文中とあいません。
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研修対象 研修コース

森林体験コース
演習林実習コース

素材生産技術コース

流域森林管理士コース

森林整備基本研修

研修コース内容

○森林・林業に関する体験実習、座学
○演習林での現場実習、座学

○間伐材搬出促進のための路網整備・機械集材の
　技術研修

○森林・林業に関する実技講習、座学、資格
　取得のための技能講習

○森林・林業に関する体験実習、座学
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林 業 就 業 希 望 者

中 堅 技 術 者

上 級 技 術 者

森林整備新規参入者

　林業就労者数は昭和45年度は692人い
ましたが、長期的には減少傾向となって
います。
　また、60歳以上の割合が、平成７年度
には40％を占めていましたが、近年は若
返りが進み、平成27年度は23％となって
います。
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　森林は、水源のかん養、洪水や土砂崩れ等
の災害防止、生活環境の保全、保健休養の場
など様々な役割を果たすことにより県民生活
に貢献しています。本県では公益性の高い森
林を目的別に13種類の保安林に指定して、森
林のはたらきを高めるように努めています。
　保安林面積は51,873haで、全森林の55％
を占めており、全国平均の49％より高くなっ
ています。
　保安林に指定された森林では、崩壊してし
まった森林の復旧や災害防止のための工事、
水源かん養機能等多様な森林機能を向上させ
るための森林整備などの治山事業を実施して
います。
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かながわ森林塾
かながわ森林塾の現場研修（演習林実習コース）

　林業の担い手の確保・育成を着実に進めるため、平成21年度に担い手育成の研修機関として「かな
がわ森林塾」を開校しました。ここでは、林業の仕事をしてみたいという人たちから、高度な知識・
技術を学びたいという既就労者の人たちまで、様々な技術レベルに応じた研修を行っています。
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（森林再生課調べ）

造　林保　育

山行苗木の使用状況（平成27年度）

50404,000 30201000
（ha）

※山行苗木…苗畑で造林用に育成された苗木

3,000 2,000 1,000

コンテナ苗木による無花粉スギ品種の調査（横浜市戸塚区）

（ha）

山行苗木の
使用量
69千本

ヒノキ
32千本

（47％）

広葉樹
14千本

（20％） スギ
23千本

（33％）

除間伐 1,602 下刈

13

17

21
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11

28

28

30

20

25

2,324
枝打ち
544 178

2,773 671 1,971 131

2,585 502 1,975 108

3,193 470 2,615 108

1232,1785312,832

3,027 1252,356546

2,324 591 1,628 105

2,374 495 1,804 75

2,734 483 2,095 156

2,430 354 1,948 128

造林

　戦中から戦後にかけた大量の森林伐採により裸地状態であった山々は、その後、スギ・ヒノキの植
林が進められ、緑が回復しました。これらの人工林は、間伐や枝打ちなどの保育（手入れ）が必要となっ
ていますが、近年は、林業経営の不振により、森林所有者のみでは森林の保育（手入れ）が行き届か
ないことから、「水源の森林づくり事業」により、県民と一体となった森林づくりを進めています。

　造林面積は、林業経営の不振により昭和27年度の2,131haを最大として、近年は 10 ～ 30 ha程度で
推移しています。それに伴い木材生産用のスギ・ヒノキ苗木の使用量は減少していますが、広葉樹の使用
量は少しずつ増えてきていますので、生産者は県内の種子による多彩な広葉樹苗木の生産にも力を入れて
います。
　スギ・ヒノキ苗木については、花粉の少ない品種及び無花粉品種の生産に向けた取組を進めており、
平成28年度より開始したコンテナ苗木の生産と併せて普及を図っています。

森林の保育（手入れ）

造林と苗木の生産
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森林の整備

（面積：ha）
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

協力協約

水源分収林

長期施業受委託 1,195.09

4,611.84

買取り・寄附 1,565.15

水源協定林 12,289.15

530.70

水源の森林づくり

水源の森林エリア

（水源環境保全課調べ）

平成9～ 28年までの公的管理・支援を行うこととした森林の面積

協力協約

水源協定林
環境保全分収林

水源分収林

森林所有者が行う森林整備の経費の一部を助成します。
長期施業受委託 森林組合等が森林所有者から森林を預かって行う森林整備・管理の費用の全部または一部を助成します。

森林所有者との協定（借り上げなど）により、森林を整備します。
木材生産目的の分収契約を変更し、より公益的機能の高い森林を目指して整備します。

森林所有者との分収契約により、森林を整備します。

買取り 貴重な森林や水源地域の保全上重要な森林を買い入れ、保全整備をします。

水源の森林エリア

目標とする森林

水源の森林づくりの手法

森林づくりの6つの手法
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　「水源の森林づくり」は、相模川水系及び
酒匂川水系の上流で、城山ダム、宮ヶ瀬ダム
及び 三 保ダムの 上 流 域を中 心とした
60,900haの森林をエリアとしています。
　その中の私有林42 , 0 0 0 h aの約6割
（25,800ha）に対して、県による管理や所有
者への支援を進めています。

　森林は、雨水を蓄えゆっくり流し続けることから「緑のダム」と呼ばれて
います。そこで、水源地域の森林を水源かん養機能などの公益的機能の高
い森林に変えていくため、県民・森林所有者と一体となって「水源の森林づ
くり」を平成９年度から進めています。

　「水源の森林づくり」では、スギ・ヒノキの
人工林を健全な人工林、複層林、巨木林、針
広混交林に誘導したり、広葉樹林を活力ある
森林に整備して、多彩で活力ある森林をつく
ります。

　多彩で活力のある森林を
つくるには、長い年月と地
道な取組が必要です。
　水源の森林づくりでは、
下記の手法で私有林の公的
管理・支援を行っています。
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林内植生が豊かな地
域の自然環境に適応
している広葉樹林
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　戦中から戦後にかけた大量の森林伐採により裸地状態であった山々は、その後、スギ・ヒノキの植
林が進められ、緑が回復しました。これらの人工林は、間伐や枝打ちなどの保育（手入れ）が必要となっ
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造林と苗木の生産
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森林の整備

（面積：ha）
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

協力協約

水源分収林

長期施業受委託 1,195.09
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水源の森林づくり

水源の森林エリア

（水源環境保全課調べ）

平成9～ 28年までの公的管理・支援を行うこととした森林の面積
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水源協定林
環境保全分収林
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水源の森林づくりの手法

森林づくりの6つの手法
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　「水源の森林づくり」は、相模川水系及び
酒匂川水系の上流で、城山ダム、宮ヶ瀬ダム
及び 三 保ダムの 上 流 域を中 心とした
60,900haの森林をエリアとしています。
　その中の私有林42 , 0 0 0 h aの約6割
（25,800ha）に対して、県による管理や所有
者への支援を進めています。

　森林は、雨水を蓄えゆっくり流し続けることから「緑のダム」と呼ばれて
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県 民

「第61回全国植樹祭」を記念したイベントの開催

森林づくり県民運動

（※税収規模：年額　約40億円、5か年で約200億円）

　県では、赤ちゃんが誕生した記念に植樹をしてい
ただく「成長の森」といったイベント等で森林に親
しみながらその大切さを知っていただく活動や、森
林づくりボランティア活動等への支援、企業・団体
に寄附や間伐などの森林活動に協力いただく「森林
再生パートナー制度」など多様な方法により、森林
づくり県民運動を推進しています。

　平成22年５月23日（日）に開催された第61回全
国植樹祭を記念して、毎年５月の第４週の日曜日
を「かながわの森へ行こうの日！」として、日ごろ
森に行く機会の少ない県民の皆様に森へ行くことを
勧めています。
　また、隔年で「緑の祭典」を開催し、本県の森林
再生の取組を発信する象徴的なイベントとして、県
民の皆様の理解と協力を得ながら森林づくりを進め
ています。

「緑の祭典2016」植樹作業（小田原市）

「成長の森」植樹の様子（県立21世紀の森）

第3期
将来にわたり良質な水を安定的に確保するため、県では個人県民税の超過課税※（水源環境保

全税）を財源に、第１期（平成19～23年度）、第２期（平成24～28年度）に引き続き、第３期

（平成29～33年度）の「かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」を定め、水源の森林づく

り事業の推進など、11の特別対策事業を進めています。

かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（平成29～33年度）
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２ 丹沢大山の保全・再生対策

３ 土壌保全対策の推進

５ 地域水源林整備の支援

４ 間伐材の搬出促進

６ 河川・水路における自然浄化対策の推進

７ 地下水保全対策の推進

８ 生活排水処理施設の整備促進

１ 水源の森林づくり事業の推進

森林からの多彩な産物

ビニールハウスでの生しいたけ原木栽培 海老名市中野公園パークセンター（構造材に県産木材を使用）

主な特用林産物生産量の推移
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「神奈川県素材生産量調査」、農林水産省「木材需給報告書」
※端数処理により、合計が一致しない場合もある。

その他の針葉樹 ヒノキ スギ

26 27 年
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　県産木材の生産量は、昭和40年代のピーク時には、年間
10～ 14万m3でしたが、近年は、木材価格の低迷やコスト
増加などにより減少を続け、平成15年には５千m3を下回
るまでになりました。
　木は、植えて、育てて、使える再生産可能な資源です。
緑豊かな森林を保つためには、間伐や枝打ちを行い、その
過程で生産された木材を利用することで再び森林の手入れ
につなげる「森林循環」を進めることが必要です。
　このため、道から近い森林では、間伐材を搬出し有効利
用を進める取組を強化してきた結果、少しずつ増加してき
ており、平成27年には2万7千m3の木材が生産されました。
　こうして生産された木材の54％は丸太のまま県外へ
流通し、残りは県内の製材工場で、柱や板などに製材され
ています。
　県では、これらの県産木材を県が実施する土木工事や県
有施設の建設などに積極的に利用しているほか、保育園や
学校などの公共施設や、個人住宅の建築などで利用してい
ただけるよう普及PRに努めています。
　また、森林循環の中から生み出される木材を県民の皆様
に積極的に利用していただくことにより、健全な森林の保
全を目指す取組として「かながわ木づかい運動」を行って
います。

　素材（丸太）のほかに、しいたけなどのきのこ類や、た
けのこ、竹材、木炭などの特用林産物も生産されています。
きのこ類は健康食品として注目されています。また、木炭
はレジャー用燃料としての用途のほか、調湿・脱臭などに
利用されています。
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　このマークは、県産木材の利用促進のシンボルマークとして制定したも
ので、県産木材で作られたテーブルなどに貼りつけるなどのＰＲに使って
います。
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